


 

 

 

 

独立行政法人国立高等専門学校機構設計業務委託特記仕様書 
 
 
Ⅰ 業務概要 
 １．業務名称      有明工業高専寄宿舎桜棟とりこわし設計業務  
 
 ２．計画施設概要  
  (1) 施設名称     独立行政法人国立高等専門学校機構 有明工業高等専門学校    
  (2) 敷地の場所    熊本県荒尾市下井手２                    
   (3) 施設用途     寄宿舎                           
 
 ３．履行期限      令和３年１１月１９日（金）  
 
 ４．設計与条件 
   (1) 敷地の条件 
      a.敷地の面積             ２３，２３７㎡                    
      b.用途地域及び地区の指定   住居地域                       
  
   (2) 施設の条件 
      a.施設の延べ床面積      ９５２．６５㎡                    
      b.主要構造及び階数      鉄筋コンクリート造 ４階              
 
    (3) 建設の条件 
       工期      １ヶ月（予定）                       
 
    (4) 設計与条件 
        詳細な設計条件   設計業務条件概要書による                  
 
 
Ⅱ 業務仕様 

 特記仕様書に記載されていない事項は、「公共建築設計業務委託共通仕様書（統一基準）（平成３１年
版）」による。 

 
  １．特記仕様書の適用 

(1) 特記仕様書に記載された特記事項の中で・印の付いたものについては、○印の付いたものを適用する。 
(2) 表中各欄に数字、文字、記号等を記入する事項については、記入してある事項のみを適用する。 
(3)    印又は×印で抹消した事項は、全て適用しない。 

 
 ２．独立行政法人国立高等専門学校機構設計業務委託特記仕様書における読替等 

(1) 公共建築設計業務委託共通仕様書中「調査職員」とあるのは、「監督職員」に読み替えるものとする。 
 
 ３．管理技術者の資格要件 
   管理技術者の資格要件は次による。 
    ・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による一級建築士 
    ・建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）による建築設備士 
     
 ４．プロポーザル方式により業務を受注した場合の業務履行 

受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受注した場合には、技術提案書により提案された履行体
制により当該業務を履行する。 

 
 ５．計画通知における設計者 
   計画通知における設計者は受注者による。また、建築主事との事前協議は本業設計業務に含めるものとす

る。建築主への計画通知申請は本業務外とする。なお、建築主事への計画通知は、工事発注にあわせ別
途受注者と随意契約を行う。 
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６．業務範囲 
  本設計業務範囲の概要は以下の一般業務及び追加業務による。 

 
業務項目 数量 

一
般
業
務 

「(1)一般業務」に係る業務について以下項目を実施する。 

①  発注者との打ち合わせ（有明工業高専 ３回程度※） 

②  関係機関等行政事前協議(２回程度※) 

③  実施設計に必要となる有明工業高専における実地調査（２回

程度※） 

 
※（）内回数は想定とする。 

一式 

追
加
業
務 

積算業務 一式 

アスベスト含有調査 一式 

新桜棟受変電設備から各棟への配電設計（積算業務含む） 一式 

 
 本設計業務詳細は以下による。 
  (1) 一般業務 
  実施設計（建築） 

                   業 務 内 容 委託 備考 

総合（とりこわし） 
(1) 要求等の確認 
 
 
 

(ⅰ) 要求等の確認
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
     協議 

・
 

 
 
 

(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係
  機関との打合せ 
 

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関   
     との打合せ 

・
 

 
 

(3) 実施設計方針の
  策定 
 
 
 
 

(ⅰ) 総合検討
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 
   の確定 

・
 

 
 
 

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び   
     説明 

・
 

 
 
 

(4) 実施設計図書の
  作成 
 
 

(ⅰ) 実施設計図書の作成
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 計画通知図書の作成
 

・
 

 
 
 

(5) 概算工事費の検討 ・
 

 
 

(6) 実施設計内容の説明等
 

・
 

 
 
 

 
①  実施設計（設備）     

                   業 務 内 容 委託 備考 

(1) 要求等の確認 
 
 
 

(ⅰ) 要求等の確認
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 設計条件の変更等の場合の 
     協議 

・
 

 
 
 

(2) 法令上の諸条件
  の調査及び関係

(ⅰ) 法令上の諸条件の調査
 

・
 

 
 
 



 

 

  機関との打合せ 
 

(ⅱ) 計画通知に係る関係機関と 
     の打合せ 

・
 

 
 

(3) 実施設計方針の
  策定 
 
 
 
 

(ⅰ) 総合検討
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 実施設計のための基本事項 
     の確定 

・
 

 
 
 

(ⅲ) 実施設計方針の策定及び   
     説明 

・
 

 
 
 

(4) 実施設計図書の
  作成 
 
 

(ⅰ) 実施設計図書の作成
 

・
 

 
 
 

(ⅱ) 計画通知図書の作成
 

・
 

 
 
 

(5) 概算工事費の検討 ・
 

 
 

(6) 実施設計内容の説明等
 

・
 

 
 
 

 
  (2) 追加業務 
    ・積算業務 

1)積算数量算出書の作成（数量調書の作成を含む。）             
2)単価作成資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。）       
3)見積徴収及び見積検討資料の作成（単価の決定及び単価調書の作成を含む。） 
4)工事費内訳書の作成（直接工事費の算出までとし、共通費の算出は含まない。 
 ただし、積み上げによる共通費の算出は含む。）              

    ・アスベスト含有調査 
     別 添 の 仕 様 書 に 基 づ き 、 該 当 建 物 の 建 材 等 の ア ス ベ ス ト 含 有 調 査 を 実 施 し 、

ア ス ベ ス ト 含 有 建 材 等 の 取 り ま と め を 行 う 。  
・ 新 桜 棟 受 電 設 備 か ら 各 棟 へ の 配 電 設 計  

桜 棟 の と り こ わ し に 伴 い 、 新 桜 棟 （ 建 設 中 ） の １ 階 受 変 電 設 備 よ り 、 各 棟 へ  
配 電 す る 必 要 が あ り 、 そ の た め の 電 気 設 備 設 計 を 行 う 。 切 り 回 し 設 計 の 業 務  
に 追 加 す る 。 （ 図 面 の 作 成 、 積 算 業 務 を 含 む ）  
※ 別 紙 ： 工 事 概 要 図 参 照  

 
 
７．業務の実施 
  (1) 一般事項 

①業務は、提示された設計与条件、適用基準類によって行う。 
②業務の着手にあたり、目標となる工事費は監督職員と協議するものとする。 

 
  (2) 環境保全性能 

                                    
 
  (3) 環境配慮型プロポーザル方式において実施すべきと判断した技術提案 
                                        
                                            
  (4) 協議及び記録 
     協議は次の時期に行い、その記録を書面に残すものとする。 
    ① 監督職員又は管理技術者が必要と認めたとき 
   ② その他（                      ） 
 
  (5) 適用基準類 
     関係法令のほか、次の基準等による。 

①  共 通 
    ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準（統一基準）     （平成２５年版） 
    ・官庁施設の環境保全性能基準（統一基 準 ）         （平成２９年版） 
    ・文部科学省地盤調査標準仕様書              （平成２３年版） 

②  建築 
    ・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編）   （平成３１年版） 
    ・文部科学省建築工事標準仕様書（特記基準）       （平成３１年版） 
    ・公共建築改修工事標準仕様書（統一基準）（建築工事編） （平成３１年版） 
    ・文部科学省建築改修工事標準仕様書（特記基準）     （平成３１年版） 
    ・建築構造設計指針                   （平成２１年版） 

・公共建築木造工事標準仕様書（統一基準）        （平成３１年版） 
・建築工事特記仕様書書式・同記載要領          （平成２８年版）※ 

③  建築積算 



 

 

・公共建築工事積算基準（統一基準）           （平成２８年版） 
・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）        （平成２８年版） 
・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）       （平成３１年版） 
・公共建築数量積算基準(統一基準)                      （平成２９年版） 

    ・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(建築工事編)   （平成３０年版） 
    ・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(建築工事編)    （平成３０年版） 
    ・公共建築工事積算基準等資料              （令和 元年版） 

④  設備 
    ・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（電気設備工事編） （平成３１年版） 
    ・文部科学省電気設備工事標準仕様書（特記基準）      （平成３１年版） 
    ・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(電気設備工事編)  （平成３１年版） 
    ・公共建築設備工事標準図(統一基準)(電気設備工事編)    （平成３１年版） 
    ・文部科学省電気設備工事標準図（特記基準）          （平成２８年版） 
    ・電気設備工事特記仕様書・同記載要領          （平成２８年版）※ 
    ・建築設備耐震設計・施工指針(独立行政法人建築研究所監修)（２０１４年版） 
    ・公共建築工事標準仕様書（統一基準）（機械設備工事編） （平成３１年版） 
    ・文部科学省機械設備工事標準仕様書（特記基準）     （平成３１年版） 
    ・公共建築改修工事標準仕様書(統一基準)(機械設備工事編)  （平成３１年版） 
    ・公共建築設備工事標準図(統一基準)(機械設備工事編)    （平成３１年版） 
    ・文部科学省機械設備工事標準図（特記基準）         （平成３１年版） 

・機械設備工事特記仕様書・同記載要領          （平成２８年版）※ 
②  設備積算 

    ・公共建築工事積算基準（統一基準）           （平成２８年版） 
・公共建築工事共通費積算基準（統一基準）        （平成２８年版） 
・公共建築工事標準単価積算基準（統一基準）       （平成３１年版） 
・公共建築設備数量積算基準(統一基準)           （平成３０年版） 

    ・公共建築工事内訳書標準書式(統一基準)(設備工事編)    （平成３０年版） 
    ・公共建築工事見積標準書式(統一基準)(設備工事編)     （平成３０年版） 
    ・文部科学省建築工事標準単価積算基準(特記基準)     （平成３１年版） 
    ・公共建築工事積算基準等資料              （平成３１年版） 

③  土木 
    ・文部科学省土木工事標準仕様書             （令和 元年版）※ 

⑥ 土木積算 
    ・文教施設工事積算要領(土木工事)            （平成２９年版）※ 

・下水道用設計積算要領－管路施設（開削工法）編－    （２０１５年版） 
   
  (6) 参考資料 
    業務の実施に当たり、参考とする資料は次のものとする。 

・                                     
     
  (7) 適用基準類及び参考資料の貸与 
    適用基準類及び参考資料のうち※印を付したものは、１部貸与することができる。 
 

８．成果物及び提出部数等 
  (1) 実施設計（各高専毎とする） 

成  果  物 原図 陽 画 焼    

又は複写 
製本形態 摘  要 

 

ａ．総合（とりこわし） 
  ・建築物概要書 
 ・総合（とりこわし）設計図 
   特記仕様書 
   仕上表 
   面積表及び求積図 
   敷地案内図 
   配置図 
   平面図（各階） 
   断面図 
   立面図（各面） 
   矩計図 
   展開図 
   天井伏図（各階） 
   平面詳細図 
   断面詳細図 
   部分詳細図 
   建具表 

各１部  (１ )部  Ａ１判 
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   外構図 
   設 備 関 係 図  
   構 造 図  
    （       ） 
    （              ） 
 ・各種計算書 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書※ 
ｃ．設備（とりこわし） 
 ・総合（切り回し）設計図 
 （新桜棟からの配電設計含む） 
 （        ） 
 ・各種計算書 
  ・工事費概算書 
 ・計画通知図書※ 

各１部 ( １ )部  Ａ１判 

 

ｈ．建築積算 
 ・工 事 費 積 算 書 （ 内 訳 書 ）  
 ・単 価 作 成 資 料  
 ・見 積 検 討 資 料  
 ・見 積 も り 書  
 ・数 量 調 書 (単 価 抜 き 内 訳 書 ) 
 ・積 算 数 量 算 出 書  
 ・（        ） 

各１部 ( １ )部 ﾌｧｲﾙ綴 り  
Ａ４またはＡ３判 
 

 

ｉ．電気設備積算 
・ 電 気 設 備 工 事 積 算 数 量 算 出 書  
・電 気 設 備 工 事 積 算 数 量 調 書  
・単 価 作 成 資 料  
・見 積 検 討 資 料 （見 積 書 含 む）  
・電 気 設 備 工 事 工 事 費 内 訳 書

 ・（        ） 

各１部 ( １ )部 ﾌｧｲﾙ綴 り  
Ａ４またはＡ３判 
 

 

ｊ．機械設備積算 
 ・機械設備工事積算数量算出書 

・機械設備工事積算数量調書 
・単価作成資料 
・見積検討資料（見積書含む） 
・機械設備工事工事費内訳書 
・（        ）  

各１部 ( １ )部 ﾌｧｲﾙ綴 り  
Ａ４またはＡ３判 
 

ｋ．追加業務 
 ・アスベスト含有調査報告書 

・（        ）  
各１部 ( １ )部 ﾌｧｲﾙ綴 り  

Ａ４またはＡ３判 
 

ｌ．その他 
 ・各記録書 
 ・（        ） 

各１部  ﾌｧｲﾙ綴 り   

ｎ．電子データ 
 ・ａ～ｍまでの電子データ 
  （※印は除く） 

各１部    

 
 (注)：「総合」とは、建築物の意匠に関する設計並びに意匠、構造及び設備に関する設計

をとりまとめる設計を、「構造」とは、建築物の構造に関する設計を、「設備」と
は建築物の設備に関する設計を言う。 

   ：「構造」の成果物は、総合（意匠）実施設計の成果物の中に含めることもできる。 
   ：設計図は、適宜、追加・削除してもよい。 
   ：積算数量算出書には、拾い図等を含む。 
   ：成果物は、監督職員の指示により、製本し、原図はｹｰｽ収納とする。 
 
 ９．成果物の体裁等 

(1) 実施設計の設計原図には、表題欄に設計業務名、受注者名表示・押印、工事名称、
図面名称、縮尺、図面番号及び発注部局表示・押印等の欄を設ける。 

 
(2) 電子データの成果物は下記による。 
  ①電子媒体 

          ・ＣＤ－ＲまたはＤＶＤ－Ｒ 
          ・その他監督職員との協議による。 

ファイル形式 
 図面ﾃﾞｰﾀ：DXF，JWC，JWW 及び PDF                      



 

 

      文書ﾃﾞｰﾀ：ワード，エクセル，パワーポイント等               
       ※その他の形式により提出しようとする場合は監督職員との協議による。   
 
        ②電子媒体の提出は、別紙１のとおりとする。なお、電子データの成果物に対する

共通仕様書に基づく署名又は捺印は、別紙１の措置をもって代えることとする。 
 

③提出されたＣＡＤデータは、当該施設に係る工事の請負者に貸与し当該工事にお
ける施工図及び完成図の作成に設計業務委託契約要項第８条第１項の規定の範囲で
利用することができる。  
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業務 番 号：○○○○○○○○○○  1/3 

○○○○○○○○○○○○設計 業 務 

令和○年○月 

監 督 職 員  

主 任 監 督 職 員  

管 理 技 術 者  

発注 者：○○○○○○○○ 
受注 者：○○○○○○○○株式会 社 

ウィルスチェックに 関 する情 報  
ウィルス対 策 ソフト名 ：○○○○ 
チェック年 月 日 ：○○○○年 ○月 ○日  
CD-R フォーマット形 式 ：JOL IET 

CD-R のラベル記載例  

別紙１ 電子媒体の提出について 

 電子媒体の提出は以下の通りとする。 

１）CD-R のラベルに直接署名又は捺印を行う。 

２）受注者は、電子媒体の内容の原本性を証明するために、下に定める様式（電子 

媒体納品書）に署名又は捺印の上、電子媒体と共に提出する。 
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▼

厨　房

(011)桜棟　平4　R4　953㎡

(002)　昭39,44　R1　637㎡　

食　　堂

浴　室

(004)青葉棟　昭40　R3　648㎡

(006)紅葉棟　昭41　R3　648㎡

(007)銀杏棟　昭44
R3　1,258㎡

(001)若葉棟　昭39,46　R3,S3　1,358㎡

(003)洗濯室
昭40　B1　35㎡

(005)ﾎﾞｲﾗ-室
昭41　R1　59㎡

(008)ﾎﾟﾝﾌﾟ室　
昭54　R1　15㎡

▼

▼

正　門

駐車場

▲
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▼

▼

▲

▼

▲

▼▲▲
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工事概要図（改修後） A3:1/600

Ｎ

※１．新桜棟受変電設備から、各棟既設分電盤・動力盤へ新設低圧幹線を布設し、
　　　 旧桜棟受変電設備から、各棟へ布設されている既設低圧幹線から切替を行う。
　　　 切替を含め、旧桜棟受変電設備の廃止前に本工事を完了するものとする。

※２．新設低圧幹線は新桜棟電気室より共同溝を経由し、更に既存配管を利用したルートとする。
　　　 但し、既設配管の流用が困難な場合は、新設配管を布設し新たにルートを確保する。
　　　 （注：図中、幹線サイズは想定であり、実施設計にて検討が必要）

※３．旧桜棟より電源を供給している外灯は、新桜棟からの電源供給とし切り廻しを行う。

※４．新旧低圧幹線の切替に伴う停電工事に際し、必要に応じ仮設発電機による対応を行う。
　　　（施設管理者との協議要）

新桜棟　1786㎡

受水槽ポンプ室

EM-CET 14° (FEP40) ：3φ

 EM-CET 60° ：3φ 

EM-CET 38°   ：1φ

EM-CET 60° ：1φ
EM-CET 14°   ：3φ

EM-CET 38° ：1φ

EM-CE5.5°-3C ：1φ

 

新設共同溝

ハンドホール（別途工事）

ハンドホール（別途工事）

ハンドホール（別途工事）

構内引込柱・高圧気中開閉器(別途工事）

九電柱（既設）

高圧引込（別途工事）

6kV EM-CET38°(FEP80)(別途工事）

記　号

凡　例

名　　　称 備　　　考

分電盤 既設

電灯動力盤 既設

制御盤

外灯

ハンドホール

既設

既設

既設

ハンドホール(H2-9+R8K60) 新設

ハンドホール(H2-9+R2K60) 新設

プルボックス（サイズ・仕様は傍記による）

掘削範囲

新設

新設低圧幹線または外灯配線

既設低圧幹線または外灯配線

ケーブル保護管

共同溝

EM-CET 14°(G36) (FEP40) ：3φ

EM-CET 100° ：1φ
EM-CET 100° ：3φ
EM-CET 60°  ：3φ

EM-CET 38° ：1φ

EM-CE 5.5°-3C  ：1φ

EM-CET 22°   ：3φ
EM-CET 100° ：1φ

EM-CE8°-3C ：1φ

EM-CE5.5°-3C ：1φ
EM-CET14° ：3φ

新桜棟電気室

SS300×300×200SUS-WP

A

A

B SS800×800×800SUS-WP

EM-CE8°-3C ：1φ

A

B

EM-CE 8°-3C  ：3φ

A

EM-CET 60° (G54) (FEP50) ：3φ
EM-CET 100° (G70) (FEP65) ：3φ
EM-CET 100° (G70) (FEP65) ：1φ

九電柱（既設）

九電柱（既設）

九電柱（既設）

九電柱（既設）

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路
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(006)紅葉棟　昭41　R3　648㎡

(007)銀杏棟　昭44
R3　1,258㎡

(001)若葉棟　昭39,46　R3,S3　1,358㎡

(003)洗濯室
昭40　B1　35㎡

(005)ﾎﾞｲﾗ-室
昭41　R1　59㎡

(008)ﾎﾟﾝﾌﾟ室　
昭54　R1　15㎡

▼

▼

正　門

駐車場

▲

▼▼

▼

▼

▲

▼

▲

▼▲▲

5
.
0

6
.
0

5
.
0

5.0

工事概要図（改修前） A3：1/600

Ｎ

※１．桜棟の移転新築に伴い、キャンパスの受電及び電気室を旧桜棟から新桜棟へ移行するため、
　　　 本図に記載の既設高圧引込み及び既設低圧幹線の撤去を行う。
　　 
※２．低圧幹線は、図中、実線部分のケーブルを撤去とし、既設配管は残置とする。

※３．高圧幹線は、図中、実線部分のケーブルを撤去とし、既設配管は残置とする。
　　　 引込柱及び既設高圧気中開閉器等は撤去とする。

新桜棟　1786㎡

受水槽ポンプ室

 CVT 38°（3φ） 

CVT 60° （1φ）

CVT 22°  （3φ）
CVT 100°（1φ）

CVT 38° （1φ）

CV5.5°-3C （1φ）

九電柱（既設）

記　号

凡　例

名　　　称 備　　　考

分電盤 既設そのまま

電灯動力盤

制御盤

外灯

ハンドホール

既設低圧幹線または外灯配線

既設低圧幹線または外灯配線

ケーブル保護管

共同溝

本工事にて撤去・更新

既設そのまま

既設そのまま

既設そのまま

既設そのまま

既設そのまま

CVT 38°（1φ）

CV 8°-3C    （3φ）

CVT 22°  （3φ）
CVT 100°（1φ）

CV5.5°-3C （1φ）

CV5.5°-3C （1φ）
CVT14° （3φ）

CV8°-3C （1φ）

旧桜棟電気室より

CV5.5°-3C （1φ）

CVT38° （1φ）
CVT38° （3φ）
CVT60° （3φ）

構内引込柱・高圧気中開閉器（撤去）

6kV　EM-CVT38°（FEP80）

CV 5.5°-3C　（1φ）

高圧引込（架空）

九電柱（既設）

九電柱（既設）

九電柱（既設）

九電柱（既設）

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路

架空高圧線路
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件 名：有明工業高専寄宿舎桜棟とりこわし設計業務 

（アスベスト含有建材調査業務） 

 

令和３年７月 

 
 
 
 
 
 
 



１．業務名称 有明工業高専寄宿舎桜棟とりこわし設計業務 
（アスベスト含有建材調査業務）  

 
２．業務期間 契約締結日の翌日から令和３年１１月１９日（金）まで  

 

３．業務目的  

桜棟とりこわしに伴い、建物内のアスベスト含有建材の有無を調査するこ

と。 

 

４．業務内容 

（１）資料調査（一次スクリーニング） 

既存設計図書等により、建築年次、構造から以下の建材等について、アスベ

ストの「使用の有無」について、調査を行う。 

・吹付材 

・耐火被覆材、断熱材、保温材 

・成型板、塗装、下地調整材 

 

（２）目視調査（二次スクリーニング） 

現場において、建物全体を目視により、アスベストを含有する建材等（含有

する可能性がある建材等を含む）の「使用の有無」について、調査を行う。 

アスベストが使用されている場合及び使用されている可能性がある場合は、

現状での飛散の可能性についても調査を行う。 

  分析のための試料採取を実施すること。 

 

（３）分析調査 

  JIS A 1481による定性分析調査を１箇所実施すること。 

 

（４）結果 

  試料採取後10日以内に、分析結果の速報を報告すること。 

 

５．業務費の支払い 

請負代金の支払いは有明高専から２回以内に支払うものとする｡ 

 

６．業務報告書及び検査 

   この業務の受注者は、業務完了後に次の書類等提出し、発注者の指定した者が行う
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業務の検査を受けるものとする。 

（１）業務報告書（Ａ4判、2部） 

（２）上記成果品の電子データ（ＣＤ等の電子媒体、一式） 

 

７．貸与資料等 貸与された資料等は、紛失、汚損しないよう取り扱うものとし、これを

公表、他に貸与及び複製してはならない。また、業務が終了したときは、すみやかに

発注者に返却するものとする。 

  （貸与資料）  

   ・桜棟設計図書一式 

    

８．注意事項 

（１）着手にあたっては、業務計画書及び工程表を事前に提出し監督職員と打

合せを行うこと。 

（２）受注者は、本業務の実施にあたり、労働安全衛生法その他関係法令に従

い、常に安全に留意して現場管理を行い、災害及び事故の防止に努めるこ

と。 

（３）受注者は、建造物等に損傷を与えた場合は、速やかに発注者に連絡し、

指示に基づき原状回復する。また、事故等が発生した場合は、速やかにそ

の内容を報告し、指示を受ける。 

（４）建物内にコンパネ等で閉鎖している部位がある場合は、調査時に受注者

において閉鎖部分を開けて調査を実施すること。 
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